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日向工業高等学校いじめ防止基本方針

日向工業高等学校

はじめに
いじめは深刻な人権侵害であり、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく

侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に長期に渡って重大な影響を与える

のみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

日向工業高等学校いじめ防止基本方針は、生徒の尊厳を保持する目的のため、県

・国・市町村・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題の克

服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」

という。）第１３条の規定に基づき、いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見

及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進す

るために策定するものである。

第１ いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

１ いじめの定義

「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍

している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理

的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる

ものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦

痛を感じているものをいう。

(1) 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることな

く、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。

この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該

当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限

定して解釈されることのないよう努めることが必要である。

例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏ま

え、当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。

ただし、このことは、いじめられた生徒の主観を確認する際に、行為の起こったと

きのいじめられた生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認することを排除するも

のではない。

(2) いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、法第２２条の「学校におけ

るいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。

(3) 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生
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徒や、塾やスポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団（グループ）な

ど、当該生徒と何らかの人的関係を指す。

(4) 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、

嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いで

あっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調

査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するも

のとする。

なお、インターネット上で悪口を書かれた生徒がおり、当該生徒がそのことを知

らずにいるような場合など、行為の対象となる生徒本人が心身の苦痛を感じるに

至っていないケースについても、加害行為を行った生徒に対する指導等について

は法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。

(5) いじめられた生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、その全

てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から行った行為が

意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言

葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関

係を再び築くことができた場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わ

ず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であ

っても、法が定義するいじめに該当するため、事案を法第２２条の学校におけるい

じめの防止等の対策のための組織へ情報共有することは必要となる。

(6) 具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

・ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

・ 仲間はずれや集団による無視をされる

・ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

・ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

・ 金品をたかられる

・ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

・ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

・ パソコンや携帯電話等を使って、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

(7) これらの「いじめ」の中には犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に

警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が

生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。

これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のもとで早期に警
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察に相談・通報のうえ警察と連携した対応を取ることが必要である。

２ いじめの理解

(1) いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。と

りわけ、嫌がらせやいじわる等の｢暴力を伴わないいじめ｣は、多くの生徒が入れ替

わりながら被害も加害も経験する。また、｢暴力を伴わないいじめ｣であっても、何

度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、 ｢暴力を伴うい

じめ｣とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。

(2) 国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査の結果によれば、暴力を伴わない

いじめ（仲間はずれ・無視・陰口）について、小学校４年生から中学校３年生まで

の６年間で、被害経験を全くもたなかった児童生徒は１割程度、加害経験を全くも

たなかった児童生徒も１割程度であり、多くの児童生徒が入れ替わり被害や加害

を経験している。

(3) いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の

構造上の問題（例えば無秩序性や閉塞性）、「観衆」としてはやし立てたり面白が

ったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を

払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要

である。

３ いじめの防止等に関する基本的考え方

生徒一人一人は、かけがえのない存在であり、学校は、その一人一人の育ちを保障

する場であるとの認識に立ち、地域、家庭、関係機関と連携し、いじめの防止等の取組

を行うことが重要である。

(1) いじめの防止

ア いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的

ないじめの問題克服のためには、全ての生徒を対象としたいじめの未然防止の

観点が重要であり、全ての生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人

関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくる

ために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。

イ 学校の教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」こと

の理解を発達の段階に応じて促し、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在

と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など心の通う人

間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。
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ウ いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに

適切に対処できる力を育む観点が必要である。

エ 全ての生徒が安心でき、自己有用感や自己肯定感を味わうことができる学

校生活づくりも未然防止の観点から重要である。

オ いじめの問題への取組の重要性についての認識を広め、地域、家庭と一体と

なって取組を推進するための普及啓発が必要である。

(2) いじめの早期発見

ア いじめの早期発見はいじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連

携し、生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。

イ いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあい

を装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われるこ

とを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い

段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的

にいじめを認知することが必要である。

ウ 特に、保護者は、生徒にいじめの兆候が見られないか、日頃から留意するとと

もに、その状況の把握に努める必要がある。

エ いじめの早期発見のため、学校は、定期的なアンケート調査や教育相談の実

施、電話相談窓口の周知等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整えると

ともに、地域、家庭と連携して生徒を見守ることが必要である。

(3) いじめへの対処

ア いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた生徒やい

じめを知らせてきた生徒の安全を確保し、いじめたとされる生徒に対して事情を

確認した上で適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。また、

家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関係機関との連携が必要

である。

イ 教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解を

深めておくことが必要であり、また、学校における組織的な対応を可能とするよ

うな体制整備が必要である。

(4) 地域や家庭との連携

ア 社会全体で生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と地域、家

庭との連携が必要である。例えばＰＴＡや学校評議員、地域の関係団体等と学

校関係者が、いじめの問題について協議する機会を設けたり、学校運営協議会
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制度（コミュニティ・スクール）を活用したりするなど、いじめの問題について地

域、家庭と連携した対策を推進することが必要である。

イ より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めることができるようにするた

め、学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築することが必要で

ある。

(5) 関係機関との連携

ア いじめの問題への対応においては、例えば、学校において、いじめる生徒に対

して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な

効果を上げることが困難な場合などには、関係機関（警察、児童相談所、医療

機関、法務局、都道府県私立学校主管部局等を想定）との適切な連携が必要

であり、警察や児童相談所等との適切な連携を図るため、平素から、学校と関

係機関の担当者の窓口交換や連絡会議の開催など、情報共有体制を構築し

ておくことが必要である。

イ 教育相談の実施に当たり、必要に応じて医療機関などの専門機関との連携

を図ったり、法務局など、学校以外の相談窓口についても生徒へ適切に周知し

たりするなど、学校や学校の設置者が、関係機関による取組と連携することも重

要である。

第２ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

１ いじめの防止等のために本校が実施する取組

校長は、積極的にリーダーシップを発揮し、いじめ防止等のための取組が全教職員

に理解され、確実に遂行されるよう努める。

(1)日向工業高等学校いじめ防止基本方針の策定

本校は、県の基本方針及び国の基本方針を参考にして、学校としてどのよう

にいじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方向や、取組の内容等

を学校基本方針として定める。

(2) 本校におけるいじめの防止等の対策のための組織

ア 本校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、法第２２条

に基づき、学校に置くいじめ防止等の対策のための組織は、本校の教職員で構

成されている「いじめ・不登校対策委員会」を活用する。

イ 「いじめ・不登校対策委員会」の運営のために心理、福祉等に関する専門家
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であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の外部専門家の参

加が必要と判断するときは、県教育委員会に相談・報告の上、必要な専門家の

派遣を受ける。

ウ 「いじめ・不登校対策委員会」は、的確にいじめの疑いに関する情報が共有

でき、共有された情報を基に、組織的に対応できるような体制とする。特に、いじ

めであるかどうかの判断は組織的に行うこととし、当該組織が、情報の収集と

記録、情報共有を行う役割を担うため、教職員は、ささいな兆候や懸念、生徒か

らの訴えを、特定の教職員で抱え込まずに、又は対応不要であると個人で判断

せずに、全て「いじめ・不登校対策委員会」に報告・相談し、複数の目による状

況の見立てを行う。

エ 「いじめ・不登校対策委員会」の学校いじめ対策組織の役割は、次に掲げる

ものである。

【未然防止】

○ いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環 境づ

くりを行う役割

【早期発見・事案対処】

○ いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口（教育相

談部主任)を生徒及び保護者に周知させる（PTA総会での取組説明、教育

相談便りによる相談窓口の紹介等）役割

○ いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や生徒の

問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割

○ いじめに係る情報（いじめが疑われる情報や生徒間の人間関係に関する悩

みを含む。）があった時には緊急会議を開催するなど情報の迅速な共有、及

び関係生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により事実関係の把握

といじめであるか否かの判断を行う役割

○ いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導の体制・対応方針

の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割

【基本方針に基づく各種取組】

○ 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検



- 7 -

証・修正を行う役割

○ 学校基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研

修を企画し、計画的に実施する役割

○ 学校基本方針が本校の実情に即して適切に機能しているかについての点

検を行い、学校基本方針の見直しを行う役割（PDCA サイクルの実行を含

む。）

○本校学校評価（「自己評価」「学校関係者評価」等）において、基本方針に

基づく取組（いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり、早期発見・事

案対処のマニュアルの実行等）の実施状況を評価項目に位置付け、評価結

果を踏まえてその改善を行う役割

○ いじめの防止等の対策を検討するにあたり、生徒の意見を積極的に取り入

れるため生徒会との会合を企画する役割

オ いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを実効的に行うために、

「いじめ・不登校対策委員会」は、生徒及び保護者に対して、自らの存在及び

活動が容易に認識される取組（例えば、全校集会の際にいじめ対策組織の教

職員が生徒の前で取組を説明する等）を実施する。

カ いじめの早期発見のためには、「いじめ・不登校対策委員会」は、いじめを受

けた生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓

口であると生徒から認識されるようにする。

(3) 生徒が主体となったいじめの防止等の取組の推進

校内外において生徒会が主体となり、いじめの撲滅や命の大切さを呼びかけ

る活動や、相談箱を設置して生徒同士で悩みを聞き合う活動、他校の実践につ

いて学ぶなどいじめの防止等における取組を推進する。

(4) 本校におけるいじめの防止等に関する措置

本校は、国から示された【学校における「いじめの防止」「早期発見」 「いじ

めに対する措置」のポイント】を参考に、連携して、いじめの防止 や早期発見、

いじめが発生した際の対処等に当たる。

ア いじめの防止

(ｱ) いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象

に、「いじめは決して許されない」という意識の醸成を図るとともに、いじめに

向かわせないための未然防止の取組として、生徒が自主的にいじめの問題

について考え、議論すること等のいじめの防止に資する活動に取り組む。
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(ｲ) 未然防止の基本として、生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育

み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づ

くりや集団づくりを行う。

(ｳ) 生徒に対するアンケート・聴き取り調査によって初めていじめの事実が把

握される例も多く、いじめの被害者を助けるためには生徒の協力が必要とな

る場合がある。このため、学校は生徒に対して、傍観者とならず、教職員や保

護者、地域住民などに知らせたりするなど、いじめを止めさせるための行動を

とる重要性を理解させるよう努める。

(ｴ) 生徒に集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレ

スにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。

(ｵ) 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したり

することのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。

(ｶ) 長期間学校を離れた場所で教育活動を行う場合は、いじめに関するチェッ

ク項目を作成するなど、いじめの未然防止に努める。

イ 早期発見

(ｱ) いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあ

いを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われ

ることが多いことを教職員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではな

いかとの疑いをもって、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり

軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知するよう努める。

(ｲ) 教職員は、日頃から生徒の見守りや観察、信頼関係の構築等に努め、生

徒が示す変化や危険信号などのサインを見逃さないようアンテナを高く保

ち、教職員間の情報共有に努める。

(ｳ) 定期的なアンケート調査（全校生徒対象。各学期１回、年３回実施）や教育

相談の実施（疑いも含めいじめに関する記述がアンケートにある場合には教

育相談部員による個人面談を行う）等により、生徒がいじめを訴えやすい体

制を整え、いじめの実態把握に取り組む。

(ｴ) 生徒からの相談や聴き取りについては、生徒が希望する教職員や臨床心

理士等が対応できる体制の構築に努める。

(ｵ) 生徒からの相談において、生徒からのＳＯＳを発信すること及びいじめの情

報を教職員に報告することは、生徒にとっては、多大な勇気を有するものであ

ることを教職員は理解し、生徒からの相談に対しては、必ず学校の教職員等
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が迅速に対応することを徹底する。

ウ いじめに対する措置

(ｱ) いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速や

かに組織的に対応し、被害生徒を守り通す。特定の教職員が、いじめに係る

情報を抱え込み、「いじめ・不登校対策委員会」への報告を行わないことは、

法第２３条第１項の規定に違反し得る。

(ｲ) 各教職員は、学校の定めた方針に沿って、いじめに係る情報を適切に記録

しておく。

(ｳ) 加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の

下、毅然とした態度で指導する。

(ｴ) 加害生徒及びその保護者に対して、必要な指導や支援を継続的に行い、

被害生徒及びその保護者との関係に配慮する。

(ｵ) これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関

・専門機関との連携の下で取り組む。特に、保護者に対しては誠意ある対応

に心がけ、説明責任を負う。

(ｶ) いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解

消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要があ

る。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の

事情も勘案して判断するものとする。

① いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続して

いること。この相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。ただし、いじ

めの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場

合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は「いじめ・不登校対策委

員会」の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員

は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注

視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改

めて、相当の期間を設定して状況を注視する。

② 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害

生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。
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被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどう

かを面談等により確認する。学校は、いじめが解消に至っていない段階で

は、被害生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有す

る。「いじめ・不登校対策委員会」においては、いじめが解消に至るまで被

害生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担

を含む対処プランを策定し、確実に実行する。上記のいじめが「解消してい

る」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至っ

た場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学

校の教職員は、当該いじめの被害生徒及び加害生徒については、日常的

に注意深く観察する必要がある。なお、「いじめ・不登校対策委員会」にお

いては、「解消している」状態に至っているかを確認する体制を整え、一部

の教職員のみではなく、組織的に判断する仕組みづくりを行うようにする。

３ 重大事態への対処

「重大事態」とは

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重

大な被害が生じた疑いがあると認めるとき

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席す

ることを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

本校は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資

するため、速やかに、学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法に

より当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、「宮崎県いじめ

防止基本方針」に基づき適切に対処するものとする。


